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令和８年度 

たつの市一般廃棄物（ごみ）処理実施計画 

 

１ 計画の目的 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

第６条第１項の規定に基づき定めるものである。 

本計画において、単年度の一般廃棄物（ごみ）の排出の状況、処理主体、収集 

計画、中間処理計画、最終処分計画等を明確にし、これに基づき処理を行う。 

たつの市全域から発生するごみについては、住民及び事業者に減量化及び分別 

徹底を啓発することによりごみの減量化、再資源化を図るとともに、やむなく排出された

ごみについては適正かつ効率的に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の 

向上に資することを目的とする。 

 

２ 計画期間 

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

３ 計画区域 

  本計画の対象区域は、たつの市全域とする。 

 

４ 計画対象廃棄物 

  本計画は、たつの市内で発生、処理する一般廃棄物を対象とする。 

 

５ 処理できないごみ 

  処理できない主なごみは、次のものとする。 

テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・パソコン・毒物・劇物・農薬・

薬品・火薬・塗料・放射性物質・ＰＣＢ含有物・ばいじん・皮革・ガスボンベ・消火器・

バッテリー・タイヤ・自動車（部品含む）・船舶・単車・大型農機具・機械器具・耐火金庫・

液状廃棄物・土砂・がれき類・処理施設を損なうごみ等。処理できないごみは、排出者が

販売店・メーカーでの引取又は専門の業者に処理を依頼するものとする。 

なお、家電リサイクル法対象機器（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類

乾燥機）については、兵庫方式に基づき、排出者がリサイクル料金を支払い小売業者へ引

き渡すことを推奨する。 
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６ 一般廃棄物（ごみ）の排出の状況（令和７年度見込） 

                                                      （単位：ｔ） 

種 類 地域別 家庭系 事業系 合 計 

 

普通ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 9,741 5,206 14,947 

新宮 0 0 0 

合計 9,741 5,206 14,947 

     

可燃ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 0 0 0 

新宮 2,031 1,348 3,379 

合計 2,031 1,348 3,379 

不燃ごみ 

龍野、揖保川、御津 0 0 0 

新宮 141 1 142 

合計 141 1 142 

 

大型ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 1,262 227 1,489 

新宮 297 14 311 

合計 1,559 241 1,800 

 

カン 

 

龍野、揖保川、御津 69 0 69 

新宮 9 0 9 

合計 78 0 78 

 

ペットボトル 

 

龍野、揖保川、御津 95 0 95 

新宮 17 0 17 

合計 112 0 112 

 

紙パック 

 

龍野、揖保川、御津 12 0 12 

新宮 0 0 0 

合計 12 0 12 

 

ビン 

 

龍野、揖保川、御津 215 0 215 

新宮 51 0 51 

合計 266 0 266 

プラスチック製 

容器包装 

龍野、揖保川、御津 314 0 314 

新宮 57 0 57 

合計 371 0 371 

 

紙製容器包装 

 

龍野、揖保川、御津 131 0 131 

新宮 23 0 23 

合計 154 0 154 

ガレキ、ブロック

等 

龍野、揖保川、御津 14 0 14 

新宮 3 0 3 

合計 17 0 17 

 

合計 

 

龍野、揖保川、御津 11,853 5,433 17,286 

新宮 2,629 1,363 3,992 

合計 14,482 6,796 21,278 

※自治体の処理施設へ搬入される一般廃棄物（ごみ）のみを記載する。 

※普通ごみには、特別管理一般廃棄物及びクリーン作戦等により回収された不法投棄ご

みを含む。可燃ごみには、クリーン作戦等により回収された不法投棄ごみを含む。 

  ※事業系一般廃棄物の資源ごみは、家庭系資源ごみに含む。 
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７ 一般廃棄物（ごみ）の処理主体 

 （１）龍野・揖保川・御津地域から出るごみ 

種 類 収集運搬 
中間処理 最終処分（残渣処理） 

主体 処理方法 主体 処理方法    

家 

庭 

系 

一 

般 

廃 

棄 

物
（ 

一 

時 

多 

量 

ご 

み 

除 

く 

） 

普通ごみ 
揖龍衛生（※） 

揖龍衛生委託

業者 

揖龍衛生 

溶融 揖龍衛生委託

業者（大阪湾広

域臨海環境整

備センター） 

埋立 
大型ごみ 

選別 

破砕 

溶融 

ビン 

揖龍衛生委託

業者 

 

異物除去 

色選別 

 残渣なし ペットボトル 
異物除去 

圧縮梱包 

プラスチック製 

容器包装 

異物除去 

圧縮梱包 

カン 
揖龍衛生委託

業者 

集団回収団体

委託業者 

揖龍衛生 

再生事業

者 

異物除去 

磁選 

圧縮 

 残渣なし 
紙パック 

異物除去 

資源化 

紙製容器包装 
異物除去 

資源化 

新聞、雑誌、段

ボール、古布 

集団回収団体

委託業者 

再生事業

者 
資源化  残渣なし 

ガレキ、ブロッ

ク等 

排出者 

本市許可業者 
  

たつの市 

たつの市委託

業者（大阪湾広

域臨海環境整

備センター） 

埋立 

事業系一般廃棄物 

（家庭系一時多量ご

み含む） 

排出者 

本市許可業者 
揖龍衛生 

選別 

破砕 

溶融 

揖龍衛生委託

業者（大阪湾広

域臨海環境整

備センター） 

埋立 

※揖龍衛生＝揖龍保健衛生施設事務組合（事務組合構成市町：たつの市（龍野地域、揖保川

地域、御津地域）、揖保郡太子町） 

 草類が一時的に揖龍クリーンセンターへ大量に搬入される場合、業者委託により処理する。 
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 （２）新宮地域から出るごみ 

種 類 収集運搬 
中間処理 最終処分（残渣処理） 

主体 処理方法 主体 処理方法     
 
 

家 

庭 

系 

一 

般 

廃 

棄 

物
（ 

一 

時 

多 

量 

ご 

み 

除 

く 

） 

 

可燃ごみ 

 

揖龍衛生委

託業者 

にしはりま 

（※）不燃

残渣は揖龍

衛生で溶融

処理 

 

焼却 

焼却灰、集塵灰

にしはりま委

託業者（住友大

阪 セ メ ン ト

（株）） 

セメント

リサイク

ル 
 

大型ごみ 

 

選別 

破砕  

磁選 

焼却 

揖龍衛生委託

業者（大阪湾広

域臨海環境整

備センター） 

 

 

埋立 

不燃ごみ 

選別 

破砕 

磁選 

ビン 
異物除去 

色選別 

 

残渣なし ペットボトル 
異物除去 

圧縮梱包 

プラスチック製 

容器包装 

異物除去 

圧縮梱包 

カン 
揖龍衛生委

託業者 

集団回収団

体委託業者 

にしはりま 

再生事業者 

異物除去 

磁選 

圧縮 

 

残渣なし 
紙パック 

異物除去 

資源化 

紙製容器包装 
異物除去 

資源化 

新聞、雑誌、段

ボール、古布 

集団回収団

体委託業者 
再生事業者 資源化 

 

残渣なし 

ガレキ、ブロッ

ク等 

排出者 

本市許可業

者 

 

 たつの市 

たつの市委託

業者（大阪湾広

域臨海環境整

備センター） 

埋立 

事業系一般廃棄物 

（家庭系一時多量ご

み含む） 

排出者 

本市許可業

者 

にしはりま 

（※）不燃

残渣は揖龍

衛生で溶融

処理 

選別 

破砕 

焼却 

焼却灰、集塵灰

にしはりま委

託業者（住友大

阪 セ メ ン ト

（株）） 

セメント

リサイク

ル 

※にしはりま＝にしはりま環境事務組合（事務組合構成市町：たつの市（新宮地域）、宍粟市、

佐用町、上郡町） 

木、草類が一時的ににしはりまクリーンセンターへ大量に搬入される場合、業者委託によ

り処理する。 
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８ ごみ処理実施計画 

   ①ごみの排出抑制・再資源化計画 

    次の施策の実施により、ごみの減量化及び資源ごみの分別徹底を目指す。 

ア 「たつの市ごみ減量化推進会議」から提出されたごみ減量化施策提言書に基づ

く各施策の推進 

      a  使用済小型家電及びリチウムイオン電池等充電式電池の正しい排出方法の啓

発と回収実施 

b 市民へのごみ減量化実践の普及啓発 

      ・ごみの出し方（特に資源ごみの分別徹底）の啓発 

      ・再生資源集団回収運動（リサイクルデー）への積極的な取組の啓発 

      ・環境保全活動に取り組む事業所を優良事業所として認定し、広く紹介するこ

とによる活動の輪の拡大 

     ｃ ごみの不法投棄対策の強化 

      ・不法投棄監視協力員や自治会等地域住民との協働による市内全域での監視 

パトロールの強化や不法投棄監視カメラ設置及び不法投棄防止看板の設置 

・不法投棄が厳罰に処せられる行為であることや監視パトロールの実施 

市ホームページや広報誌等掲載することによる抑止力の強化 

ｄ 民間事業者優良事例の施策反映 

・食品廃棄物の減量化に向けた啓発 

      ・循環型社会の形成に向けた「５Ｒ」の実践啓発 

       「５Ｒ」：Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース） ＝ごみの発生を減らす 

           Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ） ＝不要なものは受け取らない 

           Ｒｅｕｓｅ （リユース）  ＝何度も繰り返し使う 

          Ｒｅｐａｉｒ（リペア）   ＝修理し、長く使う 

          Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）＝再資源化する 

以上の施策等の推進のため、次の事業を実施する。 

事 業 名 内   容 実施時期 

使用済み小型家電リサイク

ル事業 

小型家電リサイクル法に基づき、有価での取

引が見込める使用済携帯電話等の小型家電

を、年間を通じて回収し、同法に基づいて確

実にリサイクルすることにより、資源の有効

活用に資する。 

通年 

使用済み小型充電式電池回

収事業 

リチウムイオン電池等使用済み小型充電式

は、強い衝撃が加わると発煙・発火すること

があり、ごみとして排出された場合は、磁選

機等で取り除くことが困難である。そのため

使用済み小型充電式電池を年間通じて回収

し、再資源化を図る。 

通年 

食品ロス削減推進事業 

食品ロス削減のため、飲食店や宿泊施設を対

象に「食べきり運動協力店」を募集・登録し、

表示ステッカー、ポスターを配布して広く周

知するとともに、フードドライブ等を実施

し、食品ロス削減の推進を図る。 

通年 
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ごみゼロ推進事業 

ごみ減量化、資源ごみの分別徹底等環境に配

慮した取組を行う事業所を「たつのエコマス

ターショップ」として認定し、活動を広く紹

介する。 

また、小学生に向けたごみ減量化を推進する

事業を実施し、ごみの捨て方や分別の徹底等

の意識の醸成を図る。 

通年 

環境学習事業 

たつのこどもエコクラブ活動のひとつとし

てごみ処理施設等を見学し、循環型社会の形

成に向けた「５Ｒ」について学習する。 

年１回 

程度 

家庭不用品交換事業 

家庭用品で「譲りたいもの」や「譲って欲し

いもの」を登録していただき、広報誌、市Ｈ

Ｐ、リサイクル情報掲示板によりお知らせ

し、互いに融通しあっていただくことによ

り、ごみを減量化する。 

通年 

再生資源集団回収運動奨励

金交付事業 

集団回収団体に新聞、雑誌、段ボール、布類、

アルミ缶の回収量１kg 当たり８円を交付し

て資源化物回収の促進を図り、クリーンセン

ター処理量の減量化及び資源化率の向上に

つなげる。 

申請 

７月、１１

月、３月 

支給 

８月、１２

月、４月 

食育推進啓発事業 

食育推進会議に参画し、家庭や学校園給食か

ら出る生ごみの減量化について啓発する。 通年 

庁舎内ごみ分別推進事業 

庁舎から出るごみの分別及び減量化につい

て、職員自らごみ分別に率先して取り組むよ

う啓発する。 
随時 
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事 業 名 内   容 実施時期 

不法投棄撲滅事業 

後を絶たない不法投棄に対して、不法投棄

監視協力員を登録。監視強化を図るととも

に、不法投棄監視パトロールを実施するな

ど、市民と行政が一体となった不法投棄撲

滅に向けた啓発活動を推進する。 

通年 

不法投棄監視カメラ貸与事

業 

自治会からの申出に応じて監視カメラの

貸出を行い、不法投棄の抑止を図る。 
通年 

環境美化啓発看板設置事業 

不法投棄禁止看板及び犬等のフン放置禁

止看板を作製し、不法投棄等が繰り返され

る場所に設置することにより、環境美化啓

発活動を推進する。 

通年 

 

イ 埋立量の減量化 

最終処分場への搬入量を抑制し、直接埋立量の減量化に取り組む。 

自治会等の水路清掃から発生する土砂等は、可能な限り自治会内で自己処理するよ

う依頼するとともに、やむなく最終処分場に搬入された土砂は、異物を除去して可能

な限り再生事業者等に搬出する。 

新たに最終処分場に搬入されたがれき類等のうち、大阪湾広域臨海環境整備センタ

ー処分場にて受入可能な物を搬出し、埋立処理する。 

   

ウ 中間処理施設における再資源化の徹底 

資源ごみについては、揖龍クリーンセンター及びにしはりまクリーンセンターで受

け入れたものから異物を除去し、再生事業者等に引き渡す。 

大型ごみとして受け入れた廃棄物は、施設内で分別し、可能な限り再資源化する。 
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②収集運搬計画 

 ア 収集運搬する廃棄物の量 

たつの市全域から発生し、自治体の処理施設へ搬入される一般廃棄物（ごみ）のみを

記載する。 

（単位：ｔ） 

種 類 地域別 家庭系 事業系 合 計 

 

普通ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 10,783  6,037  16,820  

新宮 0  0  0  

合計 10,783  6,037  16,820  

     

可燃ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 0  0  0  

新宮 2,225  1,230  3,455  

合計 2,225  1,230  3,455  

不燃ごみ 

龍野、揖保川、御津 0  0  0  

新宮 191  0  191  

合計 191  0  191  

 

大型ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 1,276  261  1,537  

新宮 300  16  316  

合計 1,576  277  1,853  

 

カン 

 

龍野、揖保川、御津 72  0  72  

新宮 9  0  9  

合計 81  0  81  

 

ペットボトル 

 

龍野、揖保川、御津 99  0  99  

新宮 18  0  18  

合計 117  0  117  

 

紙パック 

 

龍野、揖保川、御津 13  0  13  

新宮 0  0  0  

合計 13  0  13  

 

ビン 

 

龍野、揖保川、御津 225  0  225  

新宮 53  0  53  

合計 278  0  278  

プラスチック製 

容器包装 

龍野、揖保川、御津 329  0  329  

新宮 60  0  60  

合計 388  0  388  

 

紙製容器包装 

 

龍野、揖保川、御津 112  0  112  

新宮 49  0  49  

合計 161  0  161  

ガレキ、ブロック

等 

龍野、揖保川、御津 358  0  358  

新宮 75  0  75  

合計 433  0  433  

 

合計 

 

龍野、揖保川、御津 13,267  6,298  19,565  

新宮 2,980  1,246  4,226  

合計 16,247  7,544  23,791  

 ※龍野、揖保川、御津地域のごみは揖龍クリーンセンターへ、新宮地域のごみはにしはり

まクリーンセンターへ搬入される。ただし、ガレキ、ブロック等は、たつの市一般廃棄
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物最終処分場へ搬入される。 

 

   イ 収集区域の範囲 

たつの市行政区域全域を対象とし、収集区分は次のとおりとする。 

家庭系ごみの種類 龍野地域 新宮地域 揖保川地域 御津地域 

普通ごみ 直営  委託 委託 

可燃ごみ  委託   

不燃ごみ  委託   

大型ごみ 直営 委託 委託 直営 

カン 委託 委託 委託 委託 

ペットボトル 委託 委託 委託 委託 

紙パック 委託 委託 委託 委託 

ビン 委託 委託 委託 委託 

プラスチック製容器包装 委託 委託 委託 委託 

紙製容器包装 委託 委託 委託 委託 

 

    ウ 収集回数及び収集方法 

種  類 収集回数 収集方法 

  
 

家
庭
系(

一
時
多
量
除
く
） 

普通ごみ（新宮地域除く） ２回／週 

ステーション回収 

指定袋収集 

可燃ごみ（新宮地域のみ） ２回／週 指定袋収集 

不燃ごみ（新宮地域のみ） １回／月 袋収集 

大型ごみ １回／月  

カン ２回／月 

（新宮１

回／月） 

コンテナ収集 

ビン 袋収集 

紙パック ひもで縛る 

ペットボトル ２回／月 コンテナ収集 

プラスチック製容器包装 １回／週 コンテナ収集 

紙製容器包装 ２回／月 コンテナ収集 

その他資源（紙類、布類等） 随 時 集団回収団体の収集方法による 

事業系ごみ及び家庭系一時多量ごみ 随 時 許可業者の収集方法による 

※家庭系ごみの出し方の詳細は、各戸配布のたつの市ごみ分別表による。 

引っ越し、大掃除等で発生した一時多量ごみ及び事業系ごみについては、分別したうえ

で、ごみの発生場所に基づき、排出者又は許可業者が揖龍クリーンセンター（龍野、 

揖保川、御津地域分）又はにしはりまクリーンセンター（新宮地域分）に搬入する。 

 新聞、雑誌、段ボール、古布、事業系ごみ及び家庭系一時多量ごみは行政回収しない。 

 

エ 家庭系ごみの収集委託 

    家庭系ごみ（一時多量ごみを除く）収集運搬委託業者は次のとおりとする。 

Ｎo 業 者 名 使用台数（台） 人員（人） 

１ 株式会社龍野衛生公社 １４ ９ 

２ 株式会社 EYAMA CLEAN ８ ８ 
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オ 事業系ごみ及び家庭系一時多量ごみ収集 

事業系ごみ及び家庭系一時多量ごみの収集運搬業許可業者（運搬業のみを除く）は

次のとおりとする。 

a 許可期間：令和７年４月１日～令和９年３月３１日 

 業 者 名 住  所 

株式会社 EYAMA CLEAN たつの市新宮町井野原６８－１ 

株式会社出田興業 たつの市揖保町西構４８５－４ 

産業原料有限会社 姫路市飾磨区野田町２３－１ 

株式会社徳原商店 姫路市岡田９２－１ 

有限会社クリーン湯ノ内 赤穂市加里屋１２５４－１ 

有限会社金沢商店 姫路市飾磨区野田町８ 

有限会社光森 宍粟市山崎町青木１８１８ 

株式会社山本実業 たつの市揖保町栄４２４ 

株式会社ワコウグループ たつの市揖保川町二塚２６４－２ 

株式会社ワイルド 宍粟市山崎町下町４１９－６ 

上野紙料株式会社 姫路市飾磨区今在家１０７３－３ 

株式会社エコセンター 姫路市三条町１丁目５ 

龍野環境クリーンセンター たつの市誉田町誉１０６ 

森興業株式会社 揖保郡太子町馬場１７１－１ 

    b 許可期間：令和８年４月１日～令和１０年３月３１日 

業 者 名 住  所 

株式会社イセダ商会 姫路市広畑区大町３－３８ 

株式会社西播磨環境 たつの市龍野町大道３７４－３ 

株式会社龍野衛生公社 たつの市龍野町大道２－１１ 

宏博産業株式会社 姫路市花田町小川１１６２－１ 

株式会社ミツエ たつの市新宮町佐野２８８ 

オカモト 姫路市花田町高木１６ 

ハリマ興業運輸株式会社 相生市垣内町２－４０ 

有限会社澤田紙業 姫路市西庄字町田甲３１４ 

野村産業 たつの市龍野町中井６７９－４ 

有限会社エコ・マテリアル 姫路市飾磨区今在家１１１３－５ 

満萬商店 たつの市揖西町新宮火の坪１３５－１ 

株式会社イボキン たつの市揖保川町正條３７９ 

西播環境整備株式会社 姫路市広畑区蒲田１丁目１５１６－７ 

有限会社ベストクリーン 赤穂市加里屋１０９６－２０ 

有限会社ｸﾘｰﾝ&ﾘｻｲｸﾙ AWAI 赤穂市加里屋字磯１０９６－３１ 

株式会社カンキョウ 加西市北条町黒駒９－１ 

有限会社富貴産業 たつの市新宮町井野原２９９－１ 

株式会社環境保全サービス 姫路市飾磨区中島字宝来３０６７－１７ 

日野物流株式会社 揖保郡太子町福地１５５－１ 

有限会社白井商店 姫路市城北新町１丁目２－１９ 

合同会社エイコー産業 たつの市御津町黒崎１２７６－２ 

※事業系一般廃棄物の１日当たりの要収集運搬見込量は、平均約２４トンである。これに

繁忙期を勘案しても、またリサイクル目的の収集運搬量を加えたとしても、上表許可業

者により収集運搬が可能であるため、新たな業者に対する一般廃棄物収集運搬業の許可



11 

 

は行わないものとする。 

  

  ③中間処理計画 

ア 処理施設の概要（自治体処理施設のみ） 

 中間処理施設（資源化設備併設） 

○揖龍クリーンセンター 

管理主体：揖龍保健衛生施設事務組合 

所 在 地：たつの市揖西町前地５１３番地１ 

供用開始：平成９年４月 

受入処理対象区域（本市分）：龍野地域、揖保川地域、御津地域 

・ごみ処理施設 

処理方式：全連続高温溶融方式 

処理能力：１２０ｔ／２４ｈ（６０ｔ／２４ｈ×２） 

・粗大ごみ処理施設 

処理方式：二軸回転剪断式、空缶処理設備、空瓶貯留設備 

処理能力：３３ｔ／５ｈ 

・ストックヤード 

処理能力：８１０．４８㎡ 

     ○にしはりまクリーンセンター 

      管理主体：にしはりま環境事務組合 

      所 在 地：佐用郡佐用町三ツ尾４８３番地１０ 

      供用開始：平成２５年４月 

      受入対象区域（本市分）：新宮地域 

      ・熱回収施設（ごみ焼却施設） 

        処理方式：全連続燃焼式ストーカ炉 

        処理能力：８９ｔ／２４ｈ（４９．５ｔ／２４ｈ×２） 

      ・リサイクル施設 

        処理方式：（破砕設備）低速二軸回転式、衝撃せん断回転式（竪型）、スプ

リングマットレス等切断機等 

             （選別設備等）磁力選別機、プレス機、圧縮結束機等 

        処理能力：２５ｔ／５ｈ 
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イ 廃棄物の搬入者別内訳量 

 （単位：ｔ） 

種 類 地域別 家庭系 事業系 合 計 

 

普通ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 10,783  6,037  16,820  

新宮 0  0  0  

合計 10,783  6,037  16,820  

     

可燃ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 0  0  0  

新宮 2,225  1,230  3,455  

合計 2,225  1,230  3,455  

不燃ごみ 

龍野、揖保川、御津 0  0  0  

新宮 191  0  191  

合計 191  0  191  

 

大型ごみ 

 

龍野、揖保川、御津 1,276  261  1,537  

新宮 300  16  316  

合計 1,576  277  1,853  

 

カン 

 

龍野、揖保川、御津 72  0  72  

新宮 9  0  9  

合計 81  0  81  

 

ペットボトル 

 

龍野、揖保川、御津 99  0  99  

新宮 18  0  18  

合計 117  0  117  

 

紙パック 

 

龍野、揖保川、御津 13  0  13  

新宮 0  0  0  

合計 13  0  13  

 

ビン 

 

龍野、揖保川、御津 225  0  225  

新宮 53  0  53  

合計 278  0  278  

プラスチック製 

容器包装 

龍野、揖保川、御津 329  0  329  

新宮 60  0  60  

合計 388  0  388  

 

紙製容器包装 

 

龍野、揖保川、御津 112  0  112  

新宮 49  0  49  

合計 161  0  161  

ガレキ、ブロック

等 

龍野、揖保川、御津 358  0  358  

新宮 75  0  75  

合計 433  0  433  

 

合計 

 

龍野、揖保川、御津 13,267  6,298  19,565  

新宮 2,980  1,246  4,226  

合計 16,247  7,544  23,791  

※家庭系ごみの搬入者は、揖龍衛生、揖龍衛生委託業者、排出者、許可業者（一時多量ごみ）。 

 事業系ごみの搬入者は、排出者、許可業者。 
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  ウ 残渣の量及び処分方法 

    揖龍クリーンセンターから発生した集塵灰（飛灰）は、揖龍クリーンセンターが 

大阪湾広域臨海環境整備センターに委託して、同センターの神戸沖処分場にて埋立 

処分する。 

    にしはりまクリーンセンターから発生した焼却灰及び集塵灰（飛灰）は、公益財団

法人ひょうご環境創造協会及び住友大阪セメント株式会社が共同で実施している 

セメントリサイクル事業にて再生される。 

 ④最終処分計画 

  ア 最終処分場の概要（自治体処理施設のみ） 

最終処分施設 

施設名称：たつの市一般廃棄物最終処分場 

処理主体：たつの市 

所 在 地：たつの市龍野町中井１０６７番地１ 

供用開始：昭和６１年４月 

埋立方式：サンドイッチ方式準好気性埋立 

浸出液処理方式：生物循環二段接触曝気法＋凝集沈殿処理法＋砂ろ過処理法＋活

性炭吸着処理法 

敷地面積：２４，１９４㎡ 

埋立容量：８２，５４３㎥ 

※残余容量： ８，３４０㎥（令和８年３月末現在） 

イ 搬入される廃棄物 

    家庭から発生する少量の不燃ごみ等で直接持ち込まれるもの。 

がれき、ブロック等の不燃ごみ４３３トンと見込む。 

 

 ⑤その他 

  ア 住民、事業者に対する広報・啓発活動 

    ごみ減量化、再資源化等に係る本市の事業概要及び家電リサイクル法、食品リサイ

クル法等各種リサイクル法の趣旨を広報誌、イベント、市ホームページ、出前講座等

により啓発し、住民、事業者、行政が協働でごみ減量化、資源循環型社会の構築を 

推進する。 

  イ 災害廃棄物処理 

    たつの市災害廃棄物処理計画をもとに、たつの市から発生した災害廃棄物のうち、

処理に急施を要するものについては、他の自治体と協議のうえ、対応するものとする。 

  ウ 大阪湾フェニックス３期計画への参画等の検討 

    大阪湾フェニックス３期計画の概要が明らかになった時点で、同計画への参画及び

同計画において確保すべき本市分の搬入枠（搬入見込量）等を検討する。 

   


